
JP 6340079 B2 2018.6.6

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレクトロクロミック素子であって、
　第１の導電層および第２の導電層と、前記第１の導電層および前記第２の導電層の間に
挟まれる１つまたは複数の電気活性層とを含み、
　前記第１の導電層は、第１のバスバーに連結された第１の部分と、第２のバスバーに結
合された第２の部分とを含み、
　前記エレクトロクロミック素子の１つまたは複数の隣接層は、該複数の電気活性層の第
１の部分および第２の部分の間に物理的な分離を含み、前記第１および第２のバスバーを
互いに電気的に分離し、前記物理的な分離は、前記第１の部分および前記第２の部分のそ
れぞれの各テーパー状側壁を規定し、前記１つまたは複数の隣接層は前記第１の導電層お
よび前記第２の導電層の一方を含み、
　前記エレクトロクロミック素子の残りの層は、前記物理的な分離を覆って前記１つまた
は複数の隣接層上に形成され、前記残りの層は前記第１の導電層および前記第２の導電層
の他方を含む、エレクトロクロミック素子。
【請求項２】
　エレクトロクロミック素子の作製方法であって、
　基板を設置することと、
　前記基板の表面上に前記エレクトロクロミック素子の１つまたは複数の隣接層を形成す
ることと、
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　上に形成される前記１つまたは複数の隣接層を有する前記基板の側に向けてスクライビ
ング手段を位置決めすることと、
　前記スクライビング手段を用いて前記基板から前記エレクトロクロミック素子の前記１
つまたは複数の隣接層の一部を除去することによって、前記１つまたは複数の隣接層の第
１の部分および第２の部分の間に物理的な分離を形成して、前記物理的な分離は前記第１
の部分および前記第２の部分のそれぞれの各テーパー状側壁を規定することと、
　前記１つまたは複数の隣接層の前記物理的な分離を覆う前記エレクトロクロミック素子
の１つまたは複数の残りの層を形成することと
　を含み、
　前記第１の部分は第１のバスバーに連結され、前記第２の部分は第２のバスバーに結合
され、前記第１および第２の部分の間の前記物理的な分離は前記第１および第２のバスバ
ーを互いに電気的に分離する、方法。
【請求項３】
　前記各テーパー状側壁は、実質的に直線の輪郭または実質的にガウシアンの輪郭を有す
る、請求項１記載のエレクトロクロミック素子。
【請求項４】
　前記各テーパー状側壁は前記基板の面に対して約４５度以下の傾斜を有して、各側壁は
シャドウイングを示さない、請求項１記載のエレクトロクロミック素子。
【請求項５】
　前記１つまたは複数の隣接層は、少なくとも１つのエレクトロクロミック層をさらに含
む、請求項１、３および４のいずれか１項に記載のエレクトロクロミック素子。
【請求項６】
　前記残りの層は、前記エレクトロクロミック素子の前記エレクトロクロミック層のそれ
ぞれを含む、請求項１、３、４および５のいずれか１項に記載のエレクトロクロミック素
子。
【請求項７】
　前記１つまたは複数のエレクトロクロミック層は、
　エレクトロクロミック電極層および対極電極層の一方を含む第１の電極と、
　前記エレクトロクロミック電極層および前記対極電極層の他方を含む第２の電極と、
　前記第１の電極および前記第２の電極の間でイオンを伝導するイオン伝導体層とを含む
、請求項１、３、４、５および６のいずれか１項に記載のエレクトロクロミック素子。
【請求項８】
　前記１つまたは複数の隣接層は、前記エレクトロクロミック素子の前記１つまたは複数
の残りの層の前記エレクトロクロミック層の少なくとも約２倍または約３倍の厚さである
、請求項１、３、４ないし７のいずれか１項に記載のエレクトロクロミック素子。
【請求項９】
　前記物理的な分離は、前記各テーパー状側壁に沿ってメルトスポットを有さない、請求
項１、３ないし８のいずれか１項に記載のエレクトロクロミック素子。
【請求項１０】
　前記導電層は、前記物理的な分離を含み、前記各テーパー状側壁に沿って剥離なしに基
板と直接接触する、請求項１、３ないし９のいずれか１項に記載のエレクトロクロミック
素子。
【請求項１１】
　前記第２の部分と、複数のエレクトロクロミック層の第３の部分との間の物理的な分離
をさらに含み、前記第２の部分および前記第３の部分の間の前記物理的な分離は、前記第
２の部分および前記第３の部分のそれぞれの各テーパー状側壁を規定する、請求項１、３
ないし１０のいずれか１項に記載のエレクトロクロミック素子。
【請求項１２】
　前記第２の導電層は、前記第２の導電層の、第１の部分および第２の部分の間の物理的
な分離を含む、請求項１、３ないし１１のいずれか１項に記載のエレクトロクロミック素
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子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、電気活性素子における改良に関し、より詳細には、固体の無機薄膜素子にお
ける改良に関する。
【０００２】
　本開示に関する電気活性素子の一例は、エレクトロクロミック素子（「ＥＣ素子」）で
ある。エレクトロクロミック材料および素子は、ビルおよび車両の窓における光および熱
を管理する不動態皮膜材料の代替として開発されている。不動態皮膜材料とは対照的に、
電気活性素子は、引加される電位に応じた電気化学的な酸化還元を伴う、それらの光学的
な性質を可逆的に変化させることが可能な材料を用いる。光変調は、電気化学材料の格子
内でイオンを補償する電子および電荷が同時に挿入および脱離することにより生じる。
【０００３】
　ＥＣ素子は、透過する光の透過率を変調可能である複合構造を有する。図１は、以下の
５つの層、酸化または還元により吸光または反射の変化を生み出すエレクトロクロミック
電極層（「ＥＣ」）１４と、機能的に電解質と置き換わって電子電流を遮断しつつイオン
の通過を可能にするイオン伝導体層（「ＩＣ」）１３と、素子が白色または透明状態にあ
るときにイオンの貯蔵層として機能する対極電極層（「ＣＥ」）１２と、エレクトロクロ
ミック素子に電位を加えるよう機能する２つの透明導電層（「ＴＣＬ」）１１および１５
とを重ね合わせた典型的な５層の固体エレクトロクロミック素子を断面図で示している。
上述の各層は、一般に、基板１６上に順次塗布される。こうした素子は、一般に、電子の
漏洩（積層したエレクトロクロミック層間で）および電子的な絶縁をもたらす内因的な欠
陥がある。
【０００４】
　一般に、電力は、バスバーを通してエレクトロクロミック素子に分布する。図２は、図
１のエレクトロクロミック素子を断面図で示しており、例えばバスバー１８および１９で
ある２つの導電素子から供給される電力を有する。バスバーが同時に短絡することを防ぐ
ために、バスバーは、互いに電気的に分離されている。従来は、これをＴＣＬ１１および
１５のスクライビングにより行っている。図２に示すように、第１の（下方の）ＴＣＬ１
５は、点Ｐ１においてスクライブされており、下方のＴＣＬ１５を断続した（すなわち、
物理的に分離している）層とし、それによりバスバーが下方のＴＣＬ１５で短絡すること
を防いでいる。点Ｐ１におけるスクライブ幅は、一般に、２５ミクロン以上のオーダーで
あるが、長さは形成される特定の素子の幅に基づいて変更される。同様に、第２の（上方
の）ＴＣＬ１１は、点Ｐ３においてスクライブされて、上方のＴＣＬ１１もまた断続して
なされており、それによりバスバーが上方のＴＣＬ１１で同時に短絡することを防いでい
る。Ｐ１のスクライブ寸法と同様に、一般に、Ｐ３のスクライブは２５ミクロン以上のオ
ーダーであるが、長さは形成される特定の素子の幅に基づいて変更される。
【０００５】
　固体エレクトロクロミック素子が正確に機能するためには、所望のエレクトロクロミッ
ク機構を通る以外の、エレクトロクロミック素子のバスバー間を電流が直接通過すること
を阻止する必要がある。電気活性層を介して漏洩または通過するいかなる電子電流も、エ
レクトロクロミック素子を通るイオンの流れの短絡および阻害となりうる。そのように、
内因性のまたは電子の漏洩をもたらす欠陥に起因するリーク電流は、ダイナミックレンジ
の低下、不均一な発色、イオン透過性の減少、切り替え速度低下および電力消費量増加を
含む素子性能の妥協に至る。
【０００６】
　単にイオン伝導体層の厚さを増すことで、リーク電流の減少につながりうるが、光学的
性質の低下、層の成膜時間およびコストの増加、および切り替え速度の低下という犠牲を
伴う。同様に、積層に誘電体層を加えることで、リーク電流が減少しうるが、同様の欠陥
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という犠牲および収量減少の可能性を伴う。一般に、収量は、基板または他のワークが成
膜チャンバと雰囲気との間を相互に循環する度に減少するものと考えられる。これは、成
膜の際に必ず存在するものである被膜処理よりのほこりおよび残骸が、パージ、排出およ
び／またはポンプダウン中に「吹き」散らされ、活性層へ至る途中で見つかりうるもので
あって、膜構造の欠陥を導くことによる。理想としては、すべての層を単一の連続処理工
程で、すなわち１つの被膜装置で成膜するのがよい。しかしながら、追加の誘電体層を成
膜することは、追加の層を成膜するためのコーター間でのワークの移動と、その後上記し
たＥＣ積層の作製を再開するためにワークを戻すための移動とを必要としうる。ワークが
成膜システム内に出入りすることおよび／または追加でワークを操作することにつながり
うるそうした移動は、製造時間を有意に増加させ、素子に対する粒子や他の混入物への暴
露を増し、かつ、素子のダメージを受けるリスク（例えば、傷、誤操作など）を大いに増
加させる。従って、イオン伝導体層を厚くすることや誘電体層を追加することなく、これ
らの性能上の妥協を回避するように、エレクトロクロミック素子での電子の漏洩量を低減
することが望ましい。
【０００７】
　上記した問題は、エレクトロクロミック素子だけに限定されるものではない。トップお
よびボトムの導電層間に挟まれる１つまたは複数の機能的な電気活性層を有するいかなる
電気活性素子においても、導電層をスクライブしてその導電層での短絡を防ぐ場合に同様
の問題が存在しうる。例えば、電気活性素子（例えば、導電体／絶縁体／蛍燐光体／絶縁
体／導電体の構造を有するエレクトロルミネッセンス素子、導電体／電子輸送層／発光層
／正孔輸送層／導電体の構造を有する有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）、または導電体／
電子供与体／Ｐ－Ｎ接合／電子受容体／導電体の構造を有する光起電力素子など）におい
て下方の導電体層および任意の１つまたは複数の電気活性層へのスクライビングは、スク
ライブエッジ（例えば、Ｐ１スクライブの上方エッジの５ミクロンの範囲内）に沿った隆
起、ひび、剥離、メルトスポットおよび／または他の欠陥のリスクまたは可能性を作り出
すことになる。つまり、電気活性素子のそれらの層に組み込まれているものに関係なく、
上記した問題は、スクライブした導電体層および電気活性層の融解および剥離の特性の産
物である。
【０００８】
　このように、できるだけ高い収量を維持しながら（例えば、カッティング処理中のスク
ライビング工程はできるだけ少なくして行う）、エレクトロクロミック素子の透明導電層
の部分間の電子の漏洩量を低減することが望まれる。より一般的には、素子の製造中に行
われるスクライビングにより、スクライブした層の剥離または融解からの電子の漏洩に至
りうる任意の電気活性素子において、上方および下方の（すなわち、対向している）導電
層間の電子の漏洩量を低減することと、製造中にできるだけ高い収量をなお維持すること
が要望されている。
【発明の概要】
【０００９】
　開示の一態様は、第１の導電層と、第２の導電層と、上記第１の導電層および上記第２
の導電層の間に挟まれる１つまたは複数の電気活性層とを含む電気活性素子を提供する。
例えば、上記素子は、エレクトロクロミック電極層および対極電極層の一方である第１の
電極と、上記エレクトロクロミック電極層および上記対極電極層の他方である第２の電極
とを含みうる。電気活性（例えば、エレクトロクロミック素子、エレクトロルミネッセン
ス素子、バッテリー、フォトクロミック素子、サーモクロミック素子、懸濁粒子素子、液
晶ディスプレイデバイス、光起電力素子、発光ダイオード等）素子は、上記第１および第
２の電極間でイオンを伝導するイオン伝導体層と、第１および第２の導電層とをさらに含
みうるものであり、上記第１および第２の電極と上記イオン伝導体層とは上記第１および
第２の導電層間に挟まれる。
【００１０】
　上記素子の１つまたは複数の隣接層は、その導電層の第１の部分と第２の部分との間に
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物理的な分離を含みうる。上記物理的な分離は、上記第１および第２の部分のそれぞれの
各テーパー状側壁を規定しうる。上記電気活性素子の残りの層は、上記物理的な分離を覆
って上記１つまたは複数の隣接層上に形成されうる。この開示のいくつかの例では、上記
１つまたは複数の隣接層は、上記第１および第２の導電層の一方を含みうるものであり、
上記電気活性素子の上記残りの層は、上記第１および第２の導電層の他方を含みうる。い
くつかの例では、上記１つまたは複数の隣接層は、上記電気活性層の少なくともひとつを
含みうる。いくつかの例では、上記残りの層は、上記電気活性層のすべてを含みうるもの
であり、上記電気活性層のそれぞれが上記物理的な分離より上に形成される。
【００１１】
　この開示によるエレクトロクロミック素子のいくつかの例では、上記１つまたは複数の
隣接層は、上記第１および第２の電極層の一方をさらに含みうるものであり、上記電気活
性素子の上記残りの層は上記第１および第２の電極層の他方と上記イオン伝導体層とをさ
らに含みうる。いくつかのさらなる例では、上記１つまたは複数の隣接層は、上記第１お
よび第２の電極層の一方と、上記イオン伝導体層とをさらに含みうるものであり、上記電
気活性素子の上記残りの層は上記第１および第２の電極層の他方を含みうる。またさらな
る例では、上記電気活性素子の上記残りの層は、上記イオン伝導体層と、上記第１および
第２の電極層の両方とを含みうる。
【００１２】
　いくつかの例では、上記１つまたは複数の隣接層は、スクライブした隣接層と上記第１
および第２の導電層の他方（すなわち、以下に規定するように、Ｐ１においてスクライブ
されていない導電層）との間にあるものである電気活性（例えば、エレクトロクロミック
など）素子の上記残りの層の少なくとも約２倍の厚さでありうるものである。さらなる例
では、上記１つまたは複数の隣接層は、スクライブした隣接層と上記第１および第２の導
電層の他方（すなわち、以下に規定するように、Ｐ１においてスクライブされていない導
電層）との間にあるものである電気活性（例えば、エレクトロクロミックなど）素子の上
記残りの層の少なくとも約３倍の厚さでありうるものである。
【００１３】
　いくつかの例では、上記第１および第２の電極の一方は、上記物理的な分離を有する上
記導電層の上に直接形成されうる。上記第１および第２の部分の間の上記物理的な分離は
、その上の電極によって少なくとも一部分が満たされうる。
【００１４】
　いくつかの例では、上記物理的な分離を有する上記導電層は、上記テーパー状側壁に沿
ってメルトスポットを有さない。いくつかのさらなる例では、上記電気活性（例えば、エ
レクトロクロミックなど）素子は、基板を含みうるものであり、上記物理的な分離を有す
る上記導電層は、各テーパー状側壁に沿って剥離を有することなく上記基板に直接接触し
うる。
【００１５】
　いくつかの例では、上記テーパー状側壁のそれぞれは、実質的に直線の輪郭を有しうる
。他の例では、上記テーパー状側壁のそれぞれは、実質的にガウシアンの輪郭を有しうる
。さらなる例では、上記テーパー状側壁のそれぞれの傾斜（すなわち、上記基板に関する
または対する）は、各側壁がシャドウイングを示さないように、上記基板の面に対して約
４５度以下でありうる。いくつかのさらなる例では、上記電気活性素子は、上記第２の部
分と複数の電気活性層の第３の部分との間に物理的な分離をさらに含みうる。その物理的
な分離は、上記第２および第３の部分のそれぞれの各テーパー状側壁を規定しうる。
【００１６】
　この開示の他の態様は、電気活性（例えば、エレクトロクロミックなど）素子の作製方
法を提供する。上記方法は、基板を設置することと、上記基板表面上に前記電気活性（例
えば、エレクトロクロミックなど）素子の１つまたは複数の隣接層を形成することとを含
みうる。上記方法は、レーザまたは他のスクライビング手段を上記基板に向けて位置決め
することをさらに含む。いくつかの例では、上記レーザまたは他のスクライビング手段は
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、上に形成される上記１つまたは複数の隣接層を有する上記基板の側（すなわち、膜側）
に向けて位置決めされうる。いくつかの例では、上記レーザは、約１００ピコ秒以下のパ
ルス幅を有しうる。上記方法は、上記１つまたは複数の隣接層の一部を除去することと、
上記１つまたは複数の隣接層の上記物理的な分離を覆う上記素子の上記残りの層の１つま
たは複数を形成することとをさらに含みうる。
【００１７】
　いくつかの例では、上記レーザまたは他のスクライビング手段を用いて上記基板から上
記１つまたは複数の隣接層の一部を除去することは、上記１つまたは複数の隣接層の第１
の部分と第２の部分との間の物理的な分離を形成することをさらに伴いうるものであり、
上記物理的な分離は、上記第１および第２の部分のそれぞれの各テーパー状側壁を規定す
る。
【００１８】
　いくつかの例では、上記レーザのパルス幅は、１００ピコ秒よりも短いものでありうる
。例えば、上記パルス幅は、約１０ピコ秒以下でありうる。さらに例えば、上記レーザの
パルス幅は約６ピコ秒でありうる。
【００１９】
　いくつかの例では、上記レーザの波長は、約３４０ｎｍおよび約１０７０ｎｍの間であ
りうる。さらなる例では、上記波長は、約５１５ｎｍおよび約５３２ｎｍの間でありうる
。
【００２０】
　またこの開示のさらなる態様では、電気活性（例えば、エレクトロクロミックなど）素
子を作製するシステムを提供する。上記システムは、上に上記素子が形成される基板を含
有する筐体と、上記基板上にエレクトロクロミック素子の１つまたは複数の層を成膜する
ための成膜システムと、上記筐体内に搭載されるレーザまたは他のスクライビング手段と
、上記基板に対してレーザビームまたは他のスクライビング手段を移動する位置決めデバ
イスと、上記基板表面上での上記ビームの集束によって発生する粒状物質または蒸気を収
集する収集システムとを含みうる。いくつかの例では、上記レーザまたは他のスクライビ
ング手段は、上記基板の膜側に向けて搭載および位置決めされうる。いくつかの例では、
該搭載および位置決めされるレーザは、１００ピコ秒以下のパルス幅を有しうる。
【００２１】
　この開示のいくつかの例では、エレクトロクロミック素子の１つまたは複数の隣接層は
、上記基板上に形成されうるものであり、それらの層の一部が除去されうるものであり、
上記素子の１つまたは複数の上記残りの層は、上記１つまたは複数の隣接層を覆って形成
されうるものであり、すべてにおいて上記筐体から上記基板を取り除くことはない。さら
なる例では、作製の第１段階の間に形成される上記電気活性（例えば、エレクトロクロミ
ックなど）素子のすべての層は、上記筐体から上記基板を取り除くことなく形成されうる
。いくつかのさらなる例では、スクライビング工程を含む上記した工程はそれぞれ、上記
筐体内での単一の連続する真空工程において行われうる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】図１は、典型的なエレクトロクロミック素子の概略断面図である。
【図２】図２は、典型的なエレクトロクロミック素子の別の概略断面図である。
【図３】図３は、本開示の実施形態によるエレクトロクロミック素子の概略断面図である
。
【図４Ａ】図４Ａは、本開示の実施形態によるエレクトロクロミック素子の一部拡大を示
す概略断面図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、本開示の実施形態によるエレクトロクロミック素子の一部拡大を示
す概略断面図である。
【図４Ｃ】図４Ｃは、本開示の実施形態によるエレクトロクロミック素子の一部拡大を示
す概略断面図である。
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【図５】図５は、本開示の実施形態によるエレクトロクロミック素子の別の概略断面図で
ある。
【図６】図６は、ある実施形態によるエレクトロクロミック素子を形成する処理を示すフ
ローチャートである。
【図７】図７は、ある実施形態によるエレクトロクロミック素子を形成する処理を示す別
のフローチャートである。
【図８】図８は、ある実施形態によるエレクトロクロミック素子を形成するシステムのブ
ロック図である。
【図９Ａ】図９Ａは、ある実施形態による電気活性素子の概略断面図である。
【図９Ｂ】図９Ｂは、ある実施形態による電気活性素子の概略断面図である。
【図９Ｃ】図９Ｃは、ある実施形態による電気活性素子の概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本開示は、上方および下方の導電層の間の電子の漏洩量が低減された電気活性層の構造
を提供する。この構造は、できるだけ高い収量を維持する製造方法によって取得可能であ
る。これらの目的は、約１００ピコ秒以下のオーダーのパルス幅を有する適切に調節され
たレーザを与えることによって実行される。いくつかの実施形態では、パルス幅は約５０
ピコ秒以下でありうる。他の実施形態では、パルス幅は約１０ピコ秒以下でありうる。さ
らに他の実施形態では、パルス幅は約６ピコ秒でありうる。
【００２４】
　驚いたことに、予想外に、約１００ピコ秒以下のオーダーのパルス幅のレーザを用いて
の電気活性構造の下方の層または複数の層のスクライビングは、スクライビング処理中に
層構造で広がる熱の量を最適化することが発見された。約１００ピコ秒以下のパルス幅は
、基板から下方の層（例えば、下方の導電層、エレクトロクロミック層およびイオン伝導
層のエレクトロクロミック素子の場合において）の一部を除去または切除するには十分長
く、またスクライビング中に発生する熱の過剰な拡散に起因するスクライブエッジに沿う
基板からの下方の層の剥離を回避するには十分短いことがわかっている。スクライブエッ
ジに沿う剥離を回避することにより、上記構造はひび割れが発生しにくく、そうしたひび
割れの結果としての上記構造の下方の導電層の上方の導電層への暴露を発生しにくくさせ
る。上方および下方の導電層の間の電子の漏洩は、上方の導電層と下方の導電層の暴露さ
れた部分との間の結合によってしばしば発生するため、下方の導電層の暴露を回避するこ
とはまた、それにより２つの導電層間の電子の漏洩の量または可能性を低減する。
【００２５】
　さらにまた、約１００ピコ秒以下のオーダーのパルス幅によれば、スクライビング処理
中に電気活性構造から除去されないものである、加熱された材料の平らでない凸条または
穴であるメルトスポットの生成を回避することが発見されている。これらのメルトスポッ
トは、スクライビング中に発生した熱の過剰な拡散に起因して、スクライブエッジに沿っ
て形成される（例えば、スクライブエッジの上方エッジの５ミクロン以下の範囲内に位置
するメルトスポットの少なくとも一部）。短いパルス幅のレーザを用いることによって、
不要の熱が上記構造で広がりにくくなるため、スクライブエッジに沿うメルトスポットの
生成が回避される。結果として、スクライブした下方の層は、相対的になめらかな輪郭（
メルトスポットのある層と比較して）を保持する。このことは、他の層が、同様に相対的
になめらかな輪郭を備えるそれらの下方の層の上部に成膜されることを可能とし、下方の
導電層のよりよい被覆性を可能とし、それにより上記スクライブされたエッジに沿う、上
方および下方の導電層の間におけるピンホール接触または電気的な短絡の可能性を最小限
にする。
【００２６】
　本開示の目的は、電気活性構造が形成される基板の膜または積層側（以下、簡潔に「膜
」側と称する。）に向けて、基板側（すなわち、電気活性構造とは反対の基板の側）に向
けるのとは反対であるように、レーザを位置決めすることによってさらに実施される。基
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板の膜側とは反対に位置決めされるレーザから発光されるレーザビームは、膜側上に形成
された材料のスクライブのために、基板および他の介在する層を貫通しなければならない
。こうした状況において、ビームは、例えばビルの窓に一般に用いられるものである普通
の品質のフロート板ガラス内によくある泡または固体の含有物によって遮断、散乱、また
は焦点ぼけされやすい。ビームの遮断は、材料の一部がスクライブされないという結果を
招きうるものであり、下方の導電層の場合においては、層の隔離された部分間で導電性ブ
リッジ（すなわち、短絡）を導きうる。対照的に、基板の膜側に向けて位置決めされたレ
ーザから発光されるレーザビームは、そうした遮断が発生しやすいものではなく、従って
、下方の導電層において導電性ブリッジを残したままとなりにくくなる。
【００２７】
　さらに、多様なエネルギー断面を有するレーザを基板の膜側に向けて位置決めすること
は、上方および下方の導電層間の膜層の良好な段差被覆性を可能とすることが発見されて
いる。基板の膜側とは反対に発光されるレーザビームは、スクライブエッジに沿う絶壁の
ような輪郭を有するスクライブ側壁を形成し、追加の膜層による不良な段差被覆性に起因
して下方の導電層は暴露が発生しやすいままとなることが発見された。下方の導電層の暴
露によって、上方および下方の導電層間において結果として短絡が生じうる。対照的に、
膜側に向けて発光されるレーザビームはテーパー状の輪郭を有するスクライブ側壁を形成
することが驚くことに発見されている。テーパー状のスクライブエッジは良好な段差被覆
性を可能とするため、下方においての上方および下方の導電層間での短絡しやすさを意味
する下方の導電層の暴露部分を残すことがなくなる。
【００２８】
　これにより、約１００ピコ秒以下のパルス幅を有するレーザを用いることおよび／また
は基板の膜側に向けてレーザを位置決めすることは、破損、ピンホール接触または上方お
よび下方の導電層間の暴露の他の原因を有意に減少させる結果となる。組み合わせて、約
１００ピコ秒以下のパルス幅を有するレーザを基板の膜側に向けて位置決めすることは、
そうした欠陥をより一層劇的に減少させる結果を可能とし、導電層全体の短絡を事実上除
去して、１ｎｓパルス幅を有する基板の膜側とは反対に位置決めされたレーザによってス
クライブした導電層を有する素子と比較して、よりよい動作（すなわち、エレクトロクロ
ミック素子における発色）および改良されたエネルギー効率を結果としてもたらすことが
示されている。
【００２９】
　上記した改良は、各導電および電気活性層の相対的な厚さに関係なく、多くのスクライ
ブした薄膜の電気活性積層（例えば、エレクトロクロミック素子、バッテリー、フォトク
ロミック素子、サーモクロミック素子、懸濁粒子素子、液晶ディスプレイデバイス、光起
電力素子、発光ダイオード等）に広く適用されうるものであるが、本開示に記載した実施
は、相対的に厚いスクライブした層の上部に相対的に薄い層を成膜する場合に特に有益で
ある。例えば、例示としてエレクトロクロミック素子の電気活性層を用いて、素子のスク
ライブした下方の透明導電層が、素子の電極層およびイオン伝導層よりも厚い場合、下方
の透明導電層または複数の層のスクライビング中にその後生成される不良（例えば、剥離
、隆起、ひび、メルトスポットなど）が、上部に形成される他の層によって完全にまたは
均一に被覆されないおそれがあり、それにより下方の透明導電層が上方の透明導電層に暴
露されたままとなり素子内での電子の漏洩に至る。この漏洩は、素子のある点まで許容ま
たは補償可能であるが、この漏洩は、スクライブした層または複数の層が、上部に形成さ
れるスクライブしていない層よりも約２倍以上の厚さである場合にかなり大きな問題とな
り、スクライブした層または複数の層が、上部に形成されるスクライブしていない層より
も約３倍厚い場合により大きな問題となる。このように、本開示における改良は、限定す
るものではないが、スクライブした層の上部に形成されるスクライブしていない層（上方
の導電体層は含まない）の約２倍の厚さ、３倍の厚さ、または３倍以上の厚さであるスク
ライブした層を１つまたは複数有する電気活性層の構造に特に有益である。
【００３０】
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　エレクトロクロミック層構造の場合、エレクトロクロミック層構造内で短絡が生じるリ
スクを低減することで、さらに、下方の導電層より上に追加の誘電体層を形成する必要性
がなくなる。層構造からこれら追加の誘電体層を省略することの利点は、上記構造の加工
が、最初のコーターを通しての上記基板（または「ワーク」）の単一パスのみで実施可能
なことである。一般に、段差被覆性を改良するように追加の誘電体層を形成するためには
、ワークは、下方の導電層が形成されてスクライブされるところである最初のコーターか
ら出て、誘電体層が形成されるところである異なるコーターへ移動させられ、その後残り
の初期層（例えば、エレクトロクロミック電極層、イオン伝導層等）が形成されるところ
である最初のコーターへ戻されなければならない。追加の誘電体層をなくすことで、ワー
クの外部環境への暴露を低減し（通常は移動中に生じる）、それにより収量が改良され、
加工中の素子に対する欠陥のリスク（例えば、傷、エッジ屑、ワーク表面上に蓄積した粒
子、他の機械的な損失）が最小限となる。追加の誘電体層が同じコーター内で成膜された
としても、追加の誘電体層をなくすことで、ワークごとの加工時間が低減されるはずであ
る。
【００３１】
　図３は、改良された膜構造を有する固体電気活性素子３０の一部を断面図で示している
。明確に示すことを目的として、図３に示す電気活性素子３０は、図１および２に示す素
子と同様のエレクトロクロミック素子とする。しかしながら、本明細書における教示は、
異なる積層または膜の構造（例えば、追加の層）を備えた他のエレクトロクロミック素子
ならびに、スクライブした他のタイプの電気活性素子にも同様に適用可能であることは認
識されるであろう。図３のエレクトロクロミック素子３０に関しては、上述の層１１から
１５がそれぞれ図３の素子内に存在する（層３１から３５として）部分に限り、その素子
は図１および２の素子と同様である。図３の素子は、位置Ｐ１におけるスクライブの側壁
の輪郭が違うように形作られ、かつ、異なる性質または特徴を有する部分について図１お
よび２に示す素子と異なる。例えば、図１および２ではスクライブの側壁の輪郭は実質的
に垂直または絶壁のようであるが、図３では輪郭はテーパー状である。さらに例えば、図
には示されていないが、図１および２の素子の下方の導電層は、スクライブエッジに沿っ
て剥離およびメルトスポットが生じやすいが、図３の改良された素子は、剥離の欠陥また
はメルトスポットを有さない。
【００３２】
　図３において、下方の導電層３５は、基板３６上に形成され、第１のバスバー３８に結
合される第１の部分および第２のバスバー３９に結合される第２の部分を含む。第１の部
分および第２の部分は、スクライブによって位置Ｐ１において互いに物理的に分離してい
る。物理的な分離は、その上に直接形成される電極層３４（エレクトロクロミック電極層
または対極電極層のいずれかでありうる）と、イオン伝導体層３３と、他の電極層３２（
エレクトロクロミック電極層と対極電極層との他方でありうる）と、上方の導電層３１と
を含むエレクトロクロミック素子の残りの層によって、完全にまたは部分的のいずれかで
被覆され満たされる。図１および２における素子のスクライブ側壁と比べて相対的になめ
らかな、スクライブ側壁のテーパー状の輪郭であることから、電極層３４は、下方の導電
層を覆うスクライブエッジに沿う改良された段差被覆性を備える。図２に示すイオン伝導
層１３は、下方の導電層１５の側壁にほぼ到達しそうであるが、図３に示す電極層３４は
、イオン伝導層３３および下方の導電層３５の間において改良された分離を維持している
。さらに、電極層３２および３４と、それらの間に挟まれるイオン伝導体層３３とは、下
方の導電層３１のスクライブエッジに沿う改良された段差被覆性を全体として提供するた
め、各導電層３１および３５間において電流の漏洩または短絡がない。
【００３３】
　図３の例において、位置Ｐ１のスクライブ側壁は、直線的なテーパー状の輪郭を有する
。しかしながら、レーザの空間的なビームエネルギー断面を調節することによって、他の
輪郭（例えば、ガウシアンまたは通常の分布曲線形状、実質的にガウシアンまたは別の曲
線形状など）が実現されうる。いくつかの例では、テーパー状側壁はそれぞれ、スクライ
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ブした層表面と基板表面との間においてなめらかな移行を備えうる。例えば、テーパー状
側壁はそれぞれ、角がとれた上方エッジを有しうる。さらに例えば、各テーパー状側壁の
全体的な傾斜は、基板の面に対して約４５度でありうる。いくつかの例では、シャドウイ
ングのリスクを低減するために、テーパー状側壁はそれぞれ、基板の面に対して４５度よ
りも急な傾斜を有する側壁の部位を有しないように形成されうる。
【００３４】
　図４Ａから４Ｃに、実現されうるいくつかの可能な側壁の輪郭を示す。例えば、図４Ａ
は、図３の直線の輪郭の拡大を示す。さらに、例えば、図４Ｂに、曲げられた側壁のエッ
ジを備える実質的にガウシンアン（曲線状）の輪郭を示す。またさらに、例えば、図４Ｃ
に、直線および曲線状の両方の特徴を有する輪郭を示す。いくつかの例では、ビームのエ
ネルギー断面はなめらかに変更されうる。
【００３５】
　本開示は、下方の導電層のみならず、複数の層がスクライブされる電気活性素子に対し
て同様に適用可能である。例えば、図５は、改良された別の膜構造を有する他の固体エレ
クトロクロミック素子５０の一部を断面図で示している。図５の素子５０は、前述の層３
１から３５がそれぞれ図５の素子内に再び存在している（層５１から５５として）部分に
限り、図３に示す固体素子と同様である。図５の素子は、下方の導電層に直接隣接する電
極層と、イオン伝導層とが下方の導電層に加えてスクライブされている部分について図３
に示す素子と異なる。図３と比べて、位置Ｐ１におけるスクライブの側壁の輪郭はテーパ
ー状である。また、図３のように、図５の素子のスクライブした層はそれぞれ、剥離の欠
陥またはメルトスポットを有していない。
【００３６】
　図５において、下方の導電層５５、第１の電極層５４およびイオン伝導層５３はそれぞ
れ、基板５６上に形成され、第１のバスバー５８に結合される第１の部分と、第２のバス
バー５９に結合される第２の部分とを含む。各層の第１の部分および第２の部分は、スク
ライブによって位置Ｐ１において互いに物理的に分離されている。物理的な分離は、電極
層５２（エレクトロクロミック電極層または対極電極層のいずれかでありうる）と、上方
の導電層５１とを含む残りの層によって、完全にまたは部分的のいずれかで被覆され満た
されている。図１および２における素子のスクライブ側壁と比べて相対的になめらかな、
スクライブ側壁のテーパー状の輪郭であることから、電極層５２は、下方の導電層５５を
覆うスクライブエッジに沿う改良された段差被覆性を備えるため、各導電層５１および５
５の間において電流の漏洩または短絡がない。
【００３７】
　図５の例では、下方の導電層、エレクトロクロミック電極層およびイオン伝導体層は、
対極の電極層の約２倍以上の厚さである。他の開示の例では、下方の導電層、エレクトロ
クロミック電極層およびイオン伝導体層は、対極の電極層の約３倍以上の厚さでありうる
。また他の例では、下方の導電層および１つまたは複数のスクライブした他の隣接層は、
スクライブした層の上で、かつ、上方の導電層の下に成膜される層よりも約２倍またはそ
れ以上の厚さでありうる。さらなる例では、下方の導電層および１つまたは複数のスクラ
イブした他の隣接層は、スクライブした層の上で、かつ、上方の導電層の下に成膜される
層の約３倍またはそれ以上の厚さでありうる。上の例のいずれにおいても、１００ピコ秒
のパルス幅を有するレーザ、基板の膜側に向けたレーザ（または他のスクライビング手段
）、またはその両方を用いて素子をスクライブすることが特に有益でありうる。
【００３８】
　本開示においてはまた、上記した改良を有する電気活性素子の作製方法が提供される。
成膜される層の構成またはタイプは、本明細書における教示から逸脱することなく、所望
の結果を達成するために変更されてよい。
【００３９】
　図６は、それにより素子３０が形成されうる処理を示すフロー図６００を提供する。ブ
ロック６０２において、上に素子が形成または作製されていく基板またはワークが設置さ
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れる。基板は、ビルの窓に通常用いられるような普通のフロート板ガラス片、ホウケイ酸
ガラス、または例えば車両や航空機の用途の他の窓用ガラスでありうる。基板は、熱処理
、熱強化、熱的に強化、または化学的に強化されうる。基板は、作製される素子のタイプ
に好適な、ダイヤモンド、酸化アルミニウム、またはサファイアおよび堅いまたはフレキ
シブルなポリマーなどの多くの透明材料含む、他の材料をさらに含みうる。さらに、鏡面
反射するのに十分なめらかな表面を備えた不透明材料が用いられうるものであり、電気活
性膜に反射性のバックグラウンドを形成するように研磨または被覆される場合に反射性の
電気活性素子を結果として生じる。これは、研磨される表面を備える金属と、炭素、ケイ
素、炭化ケイ素、ガリウムヒ素、酸化ホウ素などの半導体または誘電体上の反射性の金属
または誘電性被覆とを含みうる。
【００４０】
　ブロック６０４において、電気活性素子の１つまたは複数の隣接層は、インジウムスズ
酸化物などの伝導性材料の層を含み、基板表面上に形成される。該層は、各層が素子の第
１のバスバーから第２のバスバーへ連続的に延びるように成膜されうる。いくつかの実施
形態では、該層は導電層のみとしうる。他の実施形態では、該層は導電層上に直接、かつ
、隣接して形成される電極層をさらに含みうる。またさらなる実施形態では、該層は電極
層上に形成されたイオン伝導層を含みうる。好ましい実施形態では、導電層を構成する材
料は、スパッタリングにより透明基板上に成膜されて透明導電層を形成する。
【００４１】
　ブロック６０６において、スクライビング手段は、上に形成される１つまたは複数の隣
接層を有する基板の側に向けて位置決めされる。スクライビング手段は、レーザスクライ
ビング、例えばダイヤモンド、ルビー、またはステンレススチールの先端の使用を伴う機
械的な研磨、放電加工、または化学エッチングやこの分野（「カッティング」）で公知の
他の好適な除去処理を含む様々な異なる方法のうちのひとつを用いて層のスクライビング
が可能でありうる。スクライビング手段は、成膜（例えば、被覆）チャンバ内に搭載され
うる。スクライビング手段がレーザの場合、レーザの位置決めは基板の位置Ｐ１にレーザ
のレーザビームを集束させることを伴いうる。
【００４２】
　ブロック６０８において、１つまたは複数の隣接層の一部は、スクライビング手段を用
いて除去される。いくつかの実施形態では、層は位置Ｐ１でスクライブまたはカットされ
うる。このスクライブは、基板の全長、すなわち基板の一方の端部から反対の端部までで
あって通常図３の断面図に示す位置Ｐ１まで延びうる。スクライブの線幅は、約２５ミク
ロン以上でありうる。いくつかの実施形態では、その開示がここに本明細書の全体に組み
込まれる同時係属出願の米国出願シリアル番号第１３／９５０，７９１号の技術に基づき
、より大きな線幅を有するスクライブまたは１つ以上のスクライブは、位置Ｐ１周辺で行
われうる。例えば、複数の同一のスクライブは、互いに隣接して（例えば、互いに平行に
）スクライブする層に形成されうる。そうしたスクライビングは、漏洩（例えば局所的な
欠陥に起因）を導く可能性がありうるレーザ線の断絶リスクを軽減しうる。いくつかの例
では、各スクライブは、スクライブした層内のスクライブされない材料によって分離され
うる。他の例では、複数のスクライブは、各スクライブ間のすべての材料を除去しうるも
のであり、それにより個別的なスクライブそれぞれと比較して相対的に大きな線幅を有す
る単一のスクライブが効果的にもたらされる。
【００４３】
　ブロック６１０において、電気活性素子の１つまたは複数の残りの層が、１つまたは複
数のスクライブした隣接層を覆って形成される。例えば、図３のエレクトロクロミック素
子において、該残りの層は、エレクトロクロミック電極層、対極電極層、２つの電極層の
間に挟まれるイオン伝導層および他の層より上に形成される上方の導電層を含みうる。こ
れらの層の成膜は、スパッタリング、化学蒸着、または同時係属出願の米国出願シリアル
番号第１３／９５０，７９１号に記載される方法のような本分野で公知の他の薄膜作製方
法により行われうる。いくつかの実施形態では、米国特許第５，７２４，１７７号に記載
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される層のような反射防止膜層、光チューニング層や、米国特許第８，００４，７４４号
に記載される層のようなイオン輸送層などの追加の層を層構造に形成してよく、その開示
はここに本明細書の全体に組み込まれる。これらの層の形成は、例えば、米国特許第５，
６９９，１９２号、５，３２１，５４４号、５，６５９，４１７号、５，３７０，７７５
号および５，４０４，２４４号にさらに記載されており、その開示は本明細書の全体に参
照によりここに組み込まれる。
【００４４】
　いくつかの実施形態では、すべてのスクライブした隣接層および少なくとも１つの残り
の層は、素子作製の製造能が増すように、同じ真空処理チャンバ内でマグネトロンスパッ
タ成膜により成膜されるものであって、素子の製造プロセスにおいて初期層の被覆の際に
基板は１段階のみを経ること、減少した手順の結果として収量は向上される可能性が高い
こと、およびさらにより少ない加工工程の結果として処理量もまた増す可能性が高いこと
を意味する。さらに、基板を除去することなく同じチャンバ内で初期層のすべてを成膜す
ることは、短絡数の減少をもたらす。
【００４５】
　図７は、それにより素子３０が形成されうる他の処理を示す別のフロー図７００を提供
する。ブロック７０２、７０４、７０８および７１０に記載されるステップは、フロー図
６００に関して記載されるステップ６０２、６０４、６０８および６１０にそれぞれ相当
するため、ここでは繰り返さない。フロー図７００は、追加のステップのブロック７０６
を含み、フロー図６００のステップ６０６の代わりに、または追加して実施されうる。ブ
ロック７０６において、約１００ピコ秒以下のパルス幅を備えたレーザが与えられる。図
７のフロー図７００において、レーザは、基板の膜側に向けてまたは対向して位置決めさ
れうる。１００ピコ秒以下のパルス幅を有するレーザを基板の膜側に向けて位置決めする
ことによって、フロー図６００および７００の両方が同時に実施されうる。
【００４６】
　普通、レーザのパルス幅は、下方の導電層内に剥離またはメルトスポットを引き起こし
うる不要な熱の拡散を防止するように、加工中の素子内の熱の放散を最適化するように選
択されうる。こうしたパルス幅は、普通約１００ピコ秒以下であるが、スクライブ対象の
材料に応じて変更してよい。普通、１ｎｍ以上続くパルス幅が不要な熱の拡散を引き起こ
すことがわかっているが、より短いパルス幅を有するレーザの使用が有益でありうる。い
くつかの例では、レーザのパルス幅は約５０ピコ秒以下でありうる。さらなる例では、パ
ルス幅は約１０ピコ秒以下でありうる。またさらなる例では、パルス幅は約６ピコ秒であ
りうる。
【００４７】
　レーザの波長は、約３４０ｎｍから約１０７０ｎｍまでにわたりうる。より詳しくは、
レーザの波長は、基板によるビームエネルギーの吸収が低減するように、より詳しくは、
下方の導電層と基板との間の吸収率を最適化するように選択されうる。最適な波長は、基
板の材料および他の層の材料に応じて変更しうる。いくつかの実施形態では、下方の導電
層は、レーザからのエネルギーを高い割合で吸収するであろうし、基板はエネルギーを低
い割合で吸収するであろう。例えば、同時係属出願の米国出願シリアル番号第１３／９５
０，７９１号に記載されるエレクトロクロミック素子において、エレクトロクロミック素
子のガラス基板は、緑色光に対して相対的に低い吸収を有し、ガラス基板上のインジウム
スズ酸化物はより高い吸収率を示すことがわかっている。さらに、そうした素子内では、
約５１５ｎｍおよび約５３２ｎｍ間の波長を有する光が好ましいことがわかっている。異
なる材料を用いた他の素子内では、異なる波長を有する光を発光するレーザが好ましいも
のでありうる。
【００４８】
　図８は、本開示の電気活性素子を形成するためのシステム８００の簡略図を提供する。
システム８００は、素子作製のための筐体またはチャンバ８１０を含む。チャンバ８１０
は、電気活性素子の作製に用いられる本分野で公知の任意の標準の蒸着チャンバまたはコ
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ーターでありうる。例えば、チャンバ８１０は、基板上に導電層および／または電気活性
層を被覆する初期段階を実施するためなどのコーターでありうる。チャンバ８１０は、真
空または他の圧力条件下（例えば、大気圧）のいずれかで動作されうる。成膜システム８
０１、レーザ８０３、基板に対してレーザのビーム位置を位置決めまたは調節するための
位置決めデバイス８０５、基板８０７および収集システム８０９がチャンバ８１０内に収
納されうる。
【００４９】
　成膜システム８０１は、マグネトロンスパッタ、ＤＣスパッタまたはＲＦスパッタもし
くは真空条件下で基板上に導電および／または絶縁の材料の薄膜を成膜する他の手段であ
りうる。上記したように、いくつかの例では、レーザ８０３は約１００ピコ秒未満のパル
ス幅を有しうる。いくつかの実施形態では、位置決めデバイス８０５は、所定位置にレー
ザを保持および／またはチャンバ内にレーザを搭載しうるものであり、レーザは基板８０
７表面にレーザビームを発光するように配向される。いくつかの例では、位置決めデバイ
ス８０５は、レーザビームが基板８０７の膜側に向けられるように構成されうる。位置決
めデバイス８０５は、集束ビームが基板８０７表面上のスクライブエッジに沿って移動し
うるようにレーザを置き換えるまたは再配向するようにさらに構成されうる。
【００５０】
　収集システム８０９は、排出口、静電板、チルド表面、パイプまたは基板表面上におけ
るビームの集束によって発生する粒状物質または蒸気を収集するための他の構造でありう
る。収集システム８０９はさらに、それら粒状物質または蒸気を分離し、および／または
それらを筐体８１０の外に出すように構成されうる。粒状物質または蒸気の収集および／
または排出は、これにより基板および／または膜構造の傷または別のダメージとなりうる
筐体のパージ、排出および／またはポンプダウン中に材料に「吹き」散らされることを防
ぐために有益でありうる。
【００５１】
　本開示の一例では、筐体から基板を除去することなく電気活性素子が形成されうる。例
えば、図３のエレクトロクロミック素子の形成では、基板は筐体内に配置されうるもので
あり、導電材料の層は、基板表面上に形成されうるものであり、導電材料の層の一部がレ
ーザを用いて除去されうるものであり、エレクトロクロミック電極層および対極電極層の
うちの少なくともひとつは、導電材料の層上に形成されうるものであり、すべてにおいて
筐体から基板を取り除くことはない。いくつかの例では、これらの工程は、単一の連続す
る真空工程で実施されうる。
【００５２】
　上記各実施形態は、位置Ｐ１において、下方の導電層のみを貫通する切れ目を例示して
いるが、短パルス幅レーザおよび／または基板の膜側に向けて位置決めされたレーザを用
いることによる利益は、例えば下方の導電層および隣接する電極層の両方を通り、またさ
らには下方の導電層、隣接する電極層を通って、そして電極層に隣接するイオン伝導体層
をさらに通るように、素子の複数の層を貫通するスクライブにおいて実現されうることが
理解されるであろう。こうしたスクライブは、例えば、その開示がここに本明細書の全体
に組み込まれる同時係属出願の米国出願シリアル番号第１３／７８６，９３４号に記載さ
れている。
【００５３】
　上記したように、スクライブしたエレクトロクロミック素子の場合、上記した利益は、
電極層およびイオン伝導体層９１２～９１４が上方および下方の導電層９１５および９１
１をそれぞれに分離するように導電層９１１のみを通るスクライブにおいて（９１０）、
または発光層９２３および他の輸送層９２４が上方および下方の導電層９２５および９２
１をそれぞれに分離するように導電層９２１および１つの電極層９２２を通るスクライブ
において（９２０）、または他の電極層９３４のみが上方および下方の導電層９３５およ
び９３１をそれぞれに分離するように導電層９３１、１つの電極層９３２およびイオン伝
導体層９３３を通るスクライブにおいて（９３０）、実現されうる。同様に、スクライブ



(14) JP 6340079 B2 2018.6.6

10

20

30

40

50

したエレクトロルミネッセンス素子の場合、上記した利益は、絶縁層および蛍燐光体層９
４２～９４４が、上方および下方の導電層９４５および９４１をそれぞれに分離するよう
に導電層９４１のみを通るスクライブにおいて（９４０）、または導電層９５１、１つの
絶縁層９５２および蛍燐光体層９５３を通るスクライブにおいて（例えば、絶縁層９５４
のみが上方および下方の導電層９５５および９５１をそれぞれに分離するように）（９５
０）、実現されうる。スクライブしたＯＬＥＤの場合、上記した利益は、輸送層および発
光層９６２～９６４が、上方および下方の導電層９６５および９６１をそれぞれに分離す
るように導電層９６１のみを通るスクライブにおいて（９６０）、または発光層および他
の輸送層が上方および下方の導電層（図示せず）を分離するように導電層および１つの輸
送層を通るスクライブにおいて、または他の輸送層のみが上方および下方の導電層（こち
らも図示せず）を分離するように導電層、１つの輸送層および発光層を通るスクライブに
おいて、実現されうる。さらに、スクライブした光起電力素子の場合、上記した利益は、
受容体／供与体層およびｐｎ接合層９７２～９７４が上方および下方の導電層９７５およ
び９７１をそれぞれに分離するように導電層９７１のみを通るスクライブにおいて（９７
０）、または他の受容体／供与体層９８４のみが上方および下方の導電層９８５および９
８１をそれぞれに分離するような導電層９８１と受容体／供与体層９８２のうちのひとつ
とｐｎ接合層９８３とを通るスクライブにおいて（９８０）、実現されうる。これらの各
実施形態は、図９Ａ～Ｃの図に明確な説明のために示している。
【００５４】
　また、基板の膜側に向けてスクライビングが行われる上記した各実施形態において、こ
うしたスクライビングはレーザで行われるように記載している。しかしながら、少なくと
もテーパー状側壁エッジによる利益は、エッチング、機械的な研磨、またはこの分野（「
カッティング」）で公知のその他の好適な除去処理などの他のカッティングまたはアブレ
ーションのツール／技術を用いて達成されうることは理解されるであろう。さらに、上記
実施形態はレーザを収納するチャンバに関して記載されているが、チャンバには、本開示
のテーパー状側壁を達成するためのこれらの他のカッティングまたはアブレーションのツ
ールをどれでも備えてよい。
【００５５】
　さらに、上記各実施形態は、２つのみのバスバー間での素子構造を示しているが、上記
開示は同様に２つ以上のバスバーをさらに有する素子に適用されることが理解されるであ
ろう。こうした素子では、各バスバーは、上記したような構造を形成することによって互
いに電気的に分離されうる。各構造の形成は、同時にまたは順次行われてよく、各対のバ
スバー間に形成される層は、上記した任意の手法でスクライブされうる。
【００５６】
　最後に、上記し、かつ、図面において説明した実施形態は、長方形形状の素子に限定さ
れない。むしろ該記載および図面は素子の断面図を表すことのみを意味しており、いかな
る手法においてもこうした素子の形状を限定することを意味していない。例えば、素子は
長方形以外の形状（例えば、三角形、円形、弧状構造など）に形成されうる。さらなる例
としては、素子は三次元（例えば、凸状、凹状など）に形作られうる。
【００５７】
　多くの異なる態様および実施形態が可能である。それらの態様および実施形態のいくつ
かを以下に記載する。この明細書に目を通せば、当業者はそれらの態様および実施形態が
例示にすぎず、本発明の範囲を限定しないことを十分理解するであろう。実施形態は、以
下に列挙するような１つまたは複数の項のいずれにも基づいてよい。
【００５８】
　項１．電気活性素子であって、
　第１の導電層および第２の導電層と、上記第１の導電層および上記第２の導電層の間に
挟まれる１つまたは複数の電気活性層とを含み、
　上記電気活性素子の１つまたは複数の隣接層は、該複数の電気活性層の第１の部分およ
び第２の部分の間に物理的な分離を含み、上記物理的な分離は、上記第１の部分および上
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記第２の部分のそれぞれの各テーパー状側壁を規定し、上記１つまたは複数の隣接層は上
記第１の導電層および上記第２の導電層の一方を含み、
　上記電気活性素子の残りの層は、上記物理的な分離を覆って上記１つまたは複数の隣接
層上に形成され、上記残りの層は上記第１の導電層および上記第２の導電層の他方を含む
。
【００５９】
　項２．電気活性素子の作製方法であって、上記方法は、
　基板を設置することと、
　上記基板表面上に上記電気活性素子の１つまたは複数の隣接層を形成することと、
　上に形成される上記１つまたは複数の隣接層を有する上記基板の側に向けてスクライビ
ング手段を位置決めすることと、
　上記スクライビング手段を用いて上記基板から上記電気活性素子の上記１つまたは複数
の隣接層の一部を除去することによって、上記１つまたは複数の隣接層の第１の部分およ
び第２の部分の間に物理的な分離を形成して、上記物理的な分離は上記第１の部分および
上記第２の部分のそれぞれの各テーパー状側壁を規定することと、
　上記１つまたは複数の隣接層の上記物理的な分離を覆う上記電気活性素子の１つまたは
複数の残りの層を形成することとを含む。
【００６０】
　項３．項１の電気活性素子または項２の方法であって、上記各テーパー状側壁は、実質
的に直線の輪郭または実質的にガウシアンの輪郭を有する。
【００６１】
　項４．項１の電気活性素子または項２の方法であって、上記各テーパー状側壁は上記基
板の面に対して約４５度以下の傾斜を有して、各側壁はシャドウイングを示さない。
【００６２】
　項５．第１の導電層と、第２の導電層と、上記第１の導電層および上記第２の導電層の
間に挟まれる１つまたは複数の電気活性層とを含む電気活性素子の作製方法であって、上
記方法は、
　基板を設置することと、
　上記基板表面上に上記電気活性素子の１つまたは複数の隣接層を形成し、上記１つまた
は複数の隣接層は上記第１の導電層および上記第２の導電層の一方を含むことと、
　約１００ピコ秒以下のパルス幅のレーザを与えることと、
　上記レーザを用いて上記基板から上記１つまたは複数の隣接層の一部を除去することと
、
　上記１つまたは複数の隣接層を覆う上記電気活性素子の残りの層を形成し、上記残りの
層は、上記第１の導電層および上記第２の導電層の他方を含む。
【００６３】
　項６．項５の方法であって、上記レーザは、上に形成される上記１つまたは複数の隣接
層を有する上記基板の側に向けて位置決めされる。
【００６４】
　項７．項１から６のいずれか１つの電気活性素子または方法であって、上記１つまたは
複数の隣接層は、少なくとも１つの電気活性層をさらに含む。
【００６５】
　項８．項１から７のいずれか１つの電気活性素子または方法であって、上記残りの層は
、上記電気活性素子の上記電気活性層のそれぞれを含む。
【００６６】
　項９．項１から８のいずれか１つの電気活性素子または方法であって、上記電気活性素
子は、エレクトロクロミック素子である。
【００６７】
　項１０．項９の電気活性素子または方法であって、上記１つまたは複数の電気活性層は
、
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　エレクトロクロミック電極層および対極電極層の一方を含む第１の電極と、
　上記エレクトロクロミック電極層および上記対極電極層の他方を含む第２の電極と、
　上記第１の電極および上記第２の電極の間でイオンを伝導するイオン伝導体層とを含む
。
【００６８】
　項１１．項１から１０のいずれか１つの電気活性素子または方法であって、上記１つま
たは複数の隣接層は、上記電気活性素子の上記１つまたは複数の残りの層の上記電気活性
層の少なくとも約２倍または約３倍の厚さである。
【００６９】
　項１２．項１から４および７から１１のいずれか１つの電気活性素子または方法であっ
て、上記物理的な分離は、上記各テーパー状側壁に沿ってメルトスポットを有さない。
【００７０】
　項１３．項１から４および７から１２のいずれか１つの電気活性素子または方法であっ
て、上記導電層は、上記物理的な分離を含み、上記各テーパー状側壁に沿って剥離なしに
基板と直接接触する。
【００７１】
　項１４．項１から４および７から１３のいずれか１つの電気活性素子または方法であっ
て、上記第２の部分と、複数の電気活性層の第３の部分との間の物理的な分離をさらに含
み、上記第２の部分および上記第３の部分の間の上記物理的な分離は、上記第２の部分お
よび上記第３の部分のそれぞれの各テーパー状側壁を規定する。
【００７２】
　項１５．エレクトロクロミック素子を作製するシステムであって、上記システムは、上
に上記エレクトロクロミック素子が形成される基板を包含する筐体と、
　上記基板上に上記エレクトロクロミック素子の１つまたは複数の層を成膜するように構
成された成膜システムと、
　上記筐体に搭載されるレーザであり、
　　上記レーザは、１００ピコ秒以下のパルス幅を有し、上記基板上にビームを生じるよ
うに位置決めされ、または
　　上記層は、上に上記エレクトロクロミック素子が形成される上記基板の側に向けられ
るものであって、
　上記基板表面上にビームを生じるように位置決めされる上記レーザと、
　上記基板に対して上記ビームを移動する位置決めデバイスと、
　上記基板表面上における上記ビームの集束によって発生する粒状物質または蒸気を収集
する収集システムとを含む。
【００７３】
　項１６．電気活性素子であって、
　第１の導電層および第２の導電層と、上記第１の導電層および上記第２の導電層の間に
挟まれる１つまたは複数の電気活性層とを含み、
　上記電気活性素子の１つまたは複数の隣接層は、該複数の電気活性層の第１の部分およ
び第２の部分の間に物理的な分離を含み、上記物理的な分離は、上記第１の部分および上
記第２の部分のそれぞれの各テーパー状側壁を規定し、上記１つまたは複数の隣接層は上
記第１の導電層および上記第２の導電層の一方を含み、
　上記電気活性素子の残りの層は、上記物理的な分離を覆って上記１つまたは複数の隣接
層上に形成され、上記残りの層は上記第１の導電層および上記第２の導電層の他方を含む
。
【００７４】
　項１７．項１６の電気活性素子であって、上記１つまたは複数の隣接層は、少なくとも
１つの電気活性層をさらに含む。
【００７５】
　項１８．項１６の電気活性素子であって、上記残りの層は、上記電気活性素子の上記電
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気活性層のそれぞれを含む。
【００７６】
　項１９．項１６の電気活性素子であって、上記電気活性素子は、エレクトロクロミック
素子、エレクトロルミネッセンス素子、バッテリー、フォトクロミック素子、サーモクロ
ミック素子、懸濁粒子素子、液晶ディスプレイデバイス、光起電力素子および発光ダイオ
ードのうちのひとつである。
【００７７】
　項２０．項１６の電気活性素子であって、上記電気活性素子はエレクトロクロミック素
子であり、上記１つまたは複数の電気活性層は、
　エレクトロクロミック電極層および対極電極層の一方を含む第１の電極と、
　上記エレクトロクロミック電極層および上記対極電極層の他方を含む第２の電極と、
　上記第１の電極および上記第２の電極の間でイオンを伝導するイオン伝導体層とを含む
。
【００７８】
　項２１．項２０の電気活性素子であって、上記１つまたは複数の隣接層は、上記第１の
電極および上記第２の電極の一方をさらに含み、上記残りの層は、上記イオン伝導体層と
、上記第１の電極および上記第２の電極の他方とをさらに含む。
【００７９】
　項２２．項２０の電気活性素子であって、上記１つまたは複数の隣接層は、上記イオン
伝導体層と、上記第１の電極および上記第２の電極の一方と、上記イオン伝導体層とをさ
らに含み、上記残りの層は、上記第１の電極および上記第２の電極の他方をさらに含む。
【００８０】
　項２３．項２０の電気活性素子であって、上記残りの層は、上記イオン伝導体層および
上記第１の電極および上記第２の電極のそれぞれをさらに含む。
【００８１】
　項２４．項１６の電気活性素子であって、上記１つまたは複数の隣接層は、上記電気活
性素子の上記１つまたは複数の残りの層の上記電気活性層の少なくとも約２倍の厚さであ
る。
【００８２】
　項２５．項１６の電気活性素子であって、上記１つまたは複数の隣接層は、上記電気活
性素子の上記１つまたは複数の残りの層の上記電気活性層の少なくとも約３倍の厚さであ
る。
【００８３】
　項２６．項１６の電気活性素子であって、上記物理的な分離は、上記テーパー状側壁に
沿ってメルトスポットを有さない。
【００８４】
　項２７．項１６の電気活性素子であって、基板をさらに含み、上記導電層は、上記物理
的な分離を含み、上記テーパー状側壁に沿って剥離なしに上記基板と直接接触する。
【００８５】
　項２８．項１６の電気活性素子であって、上記テーパー状側壁のそれぞれの傾斜は上記
基板の面に対して約４５度以下であり、各側壁はシャドウイングを示さない。
【００８６】
　項２９．項１６の電気活性素子であって、上記第２の部分と、複数の電気活性層の第３
の部分との間の物理的な分離をさらに含み、上記第２の部分および上記第３の部分の間の
上記物理的な分離は、上記第２の部分および上記第３の部分のそれぞれの各テーパー状側
壁を規定する。
【００８７】
　項３０．電気活性素子の作製方法であって、上記方法は、
　基板を設置することと、
　上記基板表面上に上記電気活性素子の１つまたは複数の隣接層を形成することと、
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　上に形成される上記１つまたは複数の隣接層を有する上記基板の側に向けてスクライビ
ング手段を位置決めすることと、
　上記スクライビング手段を用いて上記基板から上記電気活性素子の上記１つまたは複数
の隣接層の一部を除去することによって、上記１つまたは複数の隣接層の第１の部分およ
び第２の部分の間に物理的な分離を形成して、上記物理的な分離は上記第１の部分および
上記第２の部分のそれぞれの各テーパー状側壁を規定することと、
　上記１つまたは複数の隣接層の上記物理的な分離を覆う上記電気活性素子の１つまたは
複数の残りの層を形成することとを含む。
【００８８】
　項３１．項３０の方法であって、それらの間の上記物理的な分離によって規定される上
記各テーパー状側壁は、実質的に直線の輪郭で形成される。
【００８９】
　項３２．項３０の方法であって、それらの間の上記物理的な分離によって規定される上
記各テーパー状側壁は、実質的にガウシアンの輪郭で形成される。
【００９０】
　項３３．項３０の方法であって、それらの間の上記物理的な分離によって規定される上
記各テーパー状側壁は、上記基板の面に対して約４５度以下の傾斜で形成されて、各側壁
はシャドウイングを示さない。
【００９１】
　項３４．項３０の方法であって、上記方法によって形成される上記電気活性素子は、エ
レクトロクロミック素子である。
【００９２】
　項３５．第１の導電層と、第２の導電層と、上記第１の導電層および上記第２の導電層
の間に挟まれる１つまたは複数の電気活性層を含む電気活性素子の作製方法であって、上
記方法は、
　基板を設置することと、
　上記基板表面上に上記電気活性素子の１つまたは複数の隣接層を形成し、上記１つまた
は複数の隣接層は上記第１および第２の導電層の一方を含むことと、
　約１００ピコ秒以下のパルス幅のレーザを与えることと、
　上記レーザを用いて上記基板から上記１つまたは複数の隣接層の一部を除去することと
、
　上記１つまたは複数の隣接層を覆う上記電気活性素子の残りの層を形成し、上記残りの
層は、上記第１の導電層および上記第２の導電層の他方を含む。
【００９３】
　項３６．項３５の方法であって、上記１つまたは複数の隣接層は、少なくとも１つの電
気活性層をさらに含む。
【００９４】
　項３７．項３５の方法であって、上記残りの層は、上記第１の導電層および上記第２の
導電層の間に挟まれる上記１つまたは複数の電気活性層のすべてをさらに含む。
【００９５】
　項３８．項３５の方法であって、上記レーザのパルス幅は、約１０ピコ秒以下である。
【００９６】
　項３９．項３８の方法であって、上記レーザのパルス幅は、約６ピコ秒である。
【００９７】
　項４０．項３５の方法であって、上記レーザは、約５１５ｎｍおよび約５３２ｎｍの間
の動作波長を有する。
【００９８】
　項４１．項３５の方法であって、上記方法によって形成される上記電気活性素子は、エ
レクトロクロミック素子である。
【００９９】
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　項４２．項４１の方法であって、レーザは、上に形成される上記１つまたは複数の隣接
層を有する上記基板の側に向けて位置決めされる。
【０１００】
　項４３．エレクトロクロミック素子を作製するシステムであって、上記システムは、上
に上記エレクトロクロミック素子が形成される基板を包含する筐体と、
　上記基板上に上記エレクトロクロミック素子の１つまたは複数の層を成膜するように構
成された成膜システムと、
　上記筐体に搭載され、上に上記エレクトロクロミック素子が形成される上記基板の側に
向けられるレーザであって、上記基板表面上にビームを生じるように位置決めされる上記
レーザと、
　上記基板に対して上記ビームを移動する位置決めデバイスと、
　上記基板表面上における上記ビームの集束によって発生する粒状物質または蒸気を収集
する収集システムとを含む。
【０１０１】
　項４４．項４３のシステムにおけるエレクトロクロミック素子の作製方法であって、
　上記方法は、
　上記筐体内に基板を設置すること、および上記筐体から上記基板を除去することがない
ことと、
　上記基板表面上に上記エレクトロクロミック素子の１つまたは複数の隣接層を形成する
ことと、
　上記レーザを用いて上記１つまたは複数の隣接層の一部を除去することと、
　上記１つまたは複数の隣接層を覆う上記エレクトロクロミック素子の１つまたは複数の
残りの層を形成することとを含む。
【０１０２】
　項４５．エレクトロクロミック素子を作製するシステムであって、上記システムは、
　上に上記エレクトロクロミック素子が形成される基板を包含する筐体と、
　上記基板上に上記エレクトロクロミック素子の１つまたは複数の層を成膜するように構
成された成膜システムと、
　上記筐体に搭載されたレーザであり、１００ピコ秒以下のパルス幅を有し、上記基板上
にビームを生じるように位置決めされる上記レーザと、
　上記基板に対して上記ビームを移動する位置決めデバイスと、
　上記基板表面上における上記ビームの集束によって発生する粒状物質または蒸気を収集
する収集システムとを含む。
【０１０３】
　項４６．項４５のシステムにおけるエレクトロクロミック素子の作製方法であって、
　上記方法は、
　上記筐体内に基板を設置すること、および上記筐体から上記基板を除去することがない
ことと、
　上記基板表面上に上記エレクトロクロミック素子の１つまたは複数の隣接層を形成する
ことと、
　上記レーザを用いて上記１つまたは複数の隣接層の一部を除去することと、
　上記１つまたは複数の隣接層を覆う上記エレクトロクロミック素子の１つまたは複数の
残りの層を形成することとを含む。
【０１０４】
　一般的な記載または例で上に記載した動作のすべてを必要とするわけではないこと、特
別な動作の一部を必要としなくてもよいこと、記載した動作に加えて、さらなる動作が１
つまたは複数実施されうることに注意されたい。さらにまた、列挙した動作の順序は、必
ずしもそれらが実施される順序ではない。
【０１０５】
　利益、他の利点および課題の解決方法は、特定の実施形態に関して上に記載している。
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しかしながら、利益、利点、課題の解決方法および任意の利益、利点または解決方法を引
き起こして著しく生じるまたはより顕著になりうるいかなる特徴も、いずれかの請求項ま
たはすべての請求項の重要な、必須な、または本質的な特徴として解釈されてはならない
。
【０１０６】
　ここでは概念を、特定の実施形態を参照しながら記載しているが、これらの実施形態は
単に原理の例示であって、本発明を限定するものではないことが理解される。従って、多
くの変形が例示の実施形態になされうること、添付の特許請求の範囲によって規定される
ような本発明の範囲を逸脱することなく、他の構成が考えられうることが理解される。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４Ａ】

【図４Ｂ】

【図４Ｃ】
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